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一般財団法人日本看護学教育評価機構 

賛助会員に関する規程 

 

2026年 3月 13日 

規 程 第 7 1 号 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人日本看護学教育評価機構（以下、「機構」という。）定款第 56

条ならびに会員規則に基づき、賛助会員に関する事項を定める。 

 

（会員の種類） 

第２条 賛助会員は、本機構の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人や団体とする。 

 

（入会） 

第３条 賛助会員になろうとするものは、所定の入会申請を行い、理事会においてその入会が承認

されなければならない。 

  

（賛助会費） 

第４条 賛助会員の会費は、団体一口 300,000円、個人一口 30,000円、一口以上とする。 

２ 会費の有効期間は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる 1年とする。 

３ 納入済みの会費は、特段の理由がない限り返還しない。 

 

（団体会員の特典） 

第５条 機構は、賛助会員（団体会員）に次の各号の特典を提供する。 

（１） 機構が会員向けに配信する情報および資料の提供 

（２） 機構が発行する刊行物の提供 

（３） 機構が主催する研修交流集会等への参加 

（４） その他、機構に関連する事業の提供 

（５） 企業広告の掲載（但し、企業の営利目的ではない内容に限る） 

２ 前項第５号については、別に定める「広告掲載に関するガイドライン」に則るものとする。 

 

（個人会員の特典） 

第６条 機構は、賛助会員（個人会員）に次の各号の特典を提供する。 

（１） 機構が主催する研修交流集会への参加 

（２） その他、機構に関連する事業の提供 
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（賛助会員の資格喪失） 

第７条 賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

（１） 退会の申し出をし、受理されたとき 

（２） 死亡したとき、または団体にあっては解散、消滅したとき 

（３） 除名されたとき 

 

（退会） 

第８条 賛助会員が機構から退会しようとするときは、退会年度の 12月末日までに、機構の理事

長宛に退会届を提出しなければならない。 

 

（除名） 

第９条 賛助会員が、本機構の名誉を傷つけ本機構に損害を与え、または本機構の目的に反する行

為をしたときは、理事長は当該賛助会員を除名することが出来るものとする。 

２ 前項において、機構は当該賛助会員に対し、損害の一部又は全部を賠償させることがある。 

 

（改廃） 

第 10条 この規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

附則 

１．この規程は、2026年 3月 13日に制定し、同日施行する。 
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（様式１） 

 

 

 

 

 

 

 


